
Ⅰ　基礎情報

都道府県・市名

合併期日

合併形式

住所　(旧市町村名も記載)

人口  (合併直近の国調)

面積

議員定数

関係市町村名

Ⅱ 関係市町村合併直前の状況

市町村名 人口　 （人） 面積　（k㎡） 議員数　（人） 高齢化比率　(%)

中津川市 54,902 275.98 22 21.0

山口村 2,040 24.67 12 28.6

坂下町 5,834 29.77 12 27.7

川上村 1,017 29.33 8 29.4

加子母村 3,411 114.16 10 29.3

付知町 6,825 73.36 12 25.3

福岡町 7,123 84.29 14 23.0

蛭川村 3,852 44.82 12 24.1

合計 － 85,004 676.38 102 －

Ⅲ 関係市町村の財政状況

平成16年度予算

地方税　（千円） 地方交付税　（千円）

中津川市 17,731,000 7,000,000 3,900,000
中部圏、山振
工業再配置
地域経済、寒冷地

0.622

山口村 1,642,000 169,454 847,900
山振、過疎
寒冷地、辺地 0.160

坂下町 2,990,000 375,040 1,317,000

農村工業、工業再配
置
積雪寒冷特別、辺地
地域経済

0.217

川上村 1,335,000 50,007 533,000

山振、過疎、農村工
業
工業再配置
積雪寒冷特別
地域経済

0.101

加子母 2,550,000 249,933 1,070,000

山振、農村工業
工業再配置
積雪寒冷特別
辺地、地域経済

0.194

付知町 3,267,000 482,598 1,314,000

山振、農村工業
工業再配置
積雪寒冷特別
辺地、地域経済

0.268

福岡町 4,655,000 488,592 1,237,900

山振、農村工業
工業再配置
積雪寒冷特別
辺地、地域経済

0.291

蛭川村 2,496,000 423,041 769,000

山振、農村工業
工業再配置
積雪寒冷特別
辺地、地域経済

0.335

合計 － 36,666,000 9,238,665 10,988,800 － －

合併市に関する調査

関係市町村

関係市町村

＊数値は合併直近の決算数値を使用。ただし、平成14年4月1日以降合併の場合、合併直近の予算を記入。

歳入合計　（千円）市町村名 指定団体等の指定状況

岐阜県・中津川市（なかつがわし）

平成17年2月13日

85,004人

記入月日：平成17年3月17日

676.38k㎡

35人

中津川市、山口村、坂下町、川上村、加子母村、付知町、
福岡町、蛭川村

編入合併

岐阜県中津川市かやの木町2番1号（旧中津川市）

財政力指数



Ⅸ　合併の概要

合併協議会の期日 設置年月日： 解散年月日:

   内 容

住民発議について

市町村建設計画

  基本計画の主要項目

旧市町村庁舎の利活用
回答

2

議会の議員の定数に関する特例

議会の議員の在任に関する特例

議会の議員の報酬額

地域審議会の設置について

　内 容

地方税に関する特例

  内 容

合併特例債発行限度額 (億円)

Ⅴ  その他

有

各地域5名、任期2年
新市建設計画のうち、当該地域に係る変更及び執行状況に関する事項並びに予算その他当
該地域の振興に関する事項についての市長の諮問に対する答申及び意見陳述

主要項目について、簡単な内容を含め10項目ご記入ください。(例：庁舎の位置 等)

地方税の取扱いは、中津川市の制度に統一する。ただし、下記の項目については、次のと
おりとする。
①　法人市民税の法人税割の税率は、合併特例法第10条の規定により、合併が行われた日
の属する年度及びこれに続く3ケ年度は不均一課税とする。
②　各種税の減免は、合併が行われた日の属する年度及び翌年度は、現在適用している制
度とし、翌々年度より中津川市の例による。
③　個人市民税、固定資産税、軽自動車税の納期及び前納報奨金は、中津川市の例によ
る。

356.9億円

有

残された課題について、箇条書きでご記入ください。

電算システムの統合 1.新規システムの構築　2.既存システムの活用　3.相互システムの活用　4.その他　から選択

平成15年1月6日（山口）
平成15年3月6日（恵那郡北
部）

平成17年2月12日

任意協議会に引き続き、中津川市・山口村合併協議会（16回開催）と中津川市・恵那郡北
部町村合併協議会（14回開催）を設置。

将来ビジョン：豊かな自然と生きる元気都市　中津川
1.環境都市づくり
2.健康福祉都市づくり
3.文化学習都市づくり
4.拠点都市づくり
5.産業都市づくり
6.元気都市づくり
7.防災・環境都市づくり

地域総合事務所

計画の期間：10年

無

協議された事項

①合併の方式
②合併の期日
③新市の名称
④事務所の位置
⑤財産の取扱い
⑥地域審議会の取扱い
⑦議会の議員の定数及び任期の取扱い
⑧農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
⑨地方税の取扱い
⑩一般職員の身分について

合併後に調整とされた事項

有 有の場合：           35  名

無 有の場合：     － 年 － ｹ月

月額：37.6万円


